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公募型プロポーザルに係る手続き開始の掲示（役務提供等） 

 

下水道展’24 東京における JS ブースの企画制作等一式業務 

 

標記について、希望者は下記要領により参加表明書及び技術資料を提出されたく公募

する。 

 

記 

 

１．掲 示 日  令和６年４月１２日 

２．掲示責任者  日本下水道事業団 契約職 経営企画部長 山 本  泰 司 

３．担 当 部 署  住所 〒113-0034 東京都文京区湯島二丁目３１番２７号 湯島台ビル 

         日本下水道事業団 経営企画部会計課 電話 03-6361-7821 

         （業務担当部署） 経営企画部広報課 電話 03-6361-7809 

 

４．業務の概要 

（１） 業 務 名 下水道展’24 東京における JS ブースの企画制作等一式業務 

（２） 業務場所 東京都・東京ビックサイト及び日本下水道事業団 

（３） 業務内容 下水道展’24 東京における JS ブースの企画制作等一式 

（４） 履行期限 契約締結日の翌日から令和６年８月３０日まで 

 

５．参加表明書、技術提案書の作成及び提出 

（１） 参加表明書作成要領の交付 

① 交付期間 令和６年４月１２日（金）から令和６年４月１９日（金）までの 

土曜日、日曜日、祝日の期間を除く毎日、午前１０時から午前１２ 

時まで及び午後１時から午後４時まで。   

② 交付場所 

   日本下水道事業団 経営企画部会計課 辻村、須藤 

     住所 〒113-0034 東京都文京区湯島二丁目３１番２７号 湯島台ビル７階 

電話 03-6361-7821 

（２ ）参加表明書の提出方法 

① 受付期間 令和６年４月１２日（金）から令和６年４月１９日（金）までの 

土曜日、日曜日、祝日の期間を除く毎日、午前１０時から午前１２ 

時まで及び午後１時から午後４時まで。 
② 受付場所 交付場所に同じ 
③ 提出方法 持参すること。郵送又は電送によるものは受け付けない。 

（３） 技術提案書の提出方法 

① 受付期間 令和６年４月２４日（水）から令和６年５月８日（水）までの土 

曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前１０時から午前１２時まで 

及び午後１時から午後４時まで。 
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② 受付場所 交付場所に同じ。 

③ 提出方法 持参すること。郵送又は電送によるものは受け付けない。 

（４） ヒアリング日 

① 実施日時 令和６年５月１５日（水）予定 

② 実施場所 日本下水道事業団本社 

 

６．技術資料、技術提案書の提出を求める対象者の範囲及び審査 

（１） 技術資料の提出者に要求される資格等 

① 日本下水道事業団における物品購入等競争参加資格業者として物品購入等競 

争参加者の選定等に関する達（平成７年１２月４日付達第２３号。以下「達」 

という。）に基づく令和４・５・６年度の「役務の提供」のうち「ハ 映画・ 

ビデオ制作、広告、企画、広報、催事運営」（Ａ又はＢ等級）として認定を受 

けていること。（会社更生法（平成１４年法律第 １５４号）に基づき更生手 

続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５ 

号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始 

の決定後、理事長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受 

けていること。）手続き開始の掲示時において当該資格の認定を受けていない 

者については、技術提案書の提出までに当該資格の認定を受け、かつ、参加 

資格の確認を受けていること。 

② 本業務と同種・類似業務の受注実績があること。 

平成２９年度以降に、下水道展において、国、地方公共団体又は日本下水道

事業団における展示ブース企画制作等の業務実績があること。 

③ 事業団から「工事請負契約等に係る指名停止等取扱要領」（昭和５９年７月２ 
日付経契発第１３号。）に基づき指名停止を受けている期間中でないこと。 

（２） 次に掲げる項目に従い、作成し提出された技術提案書を審査する。 

① 平成２９年度以降の同種・類似業務の実績  

(ア) 平成２９年度以降に、下水道展において、国、地方公共団体又は日本下水

道事業団における８小間以上の展示ブース企画制作等の業務実績があること。 

（イ）平成２９年度以降に、下水道展において、国、地方公共団体又は日本下 

水道事業団における６小間以上８小間未満の展示ブース企画制作等の業務実

績があること。 

(ウ)（ア）又は（イ）の実績が無い場合であって、下水道展以外の展示会に 

おいて８小間以上１２小間未満の展示ブース企画制作等の業務実績が 

あること。 

② 当該業務の実施体制（配置予定技術者の特定） 

③ 業務完了までのスケジュール 

（３） 次に掲げる項目に従い、提出された技術提案書を評価する。 

① 事業への理解・知識 

JS の事業内容に対する理解度 

② ブースデザイン 
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JS のイメージアップが期待できるデザインとなっているか 

③ サイネージエリア 

提供する映像等が視聴しやすい配置となっているか 

④ パネル作成 

展示テーマ、アピールポイントが盛り込まれ、来訪者にわかりやすいデザ 

インとなっているか、特に地方公共団体職員、就活生、社会人等に訴求でき 

ているか 

⑤ パンフレットの展示方法 

手に取りやすく誘客本位の展示となっているか 

⑥ 展示用備品に係る提案 

下水道展での利用のほか、地方開催の展示会等でも使用できる展示用備品と

なっているか 

⑦ 訪問者数管理に係る提案 

ブースへの地方公共団体からの訪問者数の管理を効率的に行える提案となっ

ているか 

⑧ ノベルテイ 

仕様書等により把握したペルソナ等を踏まえた提案となっているか（購入は

別途契約で、本契約には含まない。） 

⑨ その他充実提案 

ＪＳへの興味を喚起する提案となっているか 

 

７．技術提案書提出者の選定及び非選定並びに技術提案書の特定及び非特定に対する理

由説明等 

（１） 技術提案書の提出者は、参加表明書の審査結果に基づき選定する。 

（２） 技術提案書の提出者の通知は、書面により行う。 

（３） 技術提案書は、別途、提出者において説明する。 

（４） 技術提案書の審査結果に基づき、技術的に最適な技術提案書を特定する。 

（５） 特定した技術提案書の提出者への通知は、書面により行う。 

（６） 当該業務について選定又は特定しなかった者に対しては、書面により非選定

及び非特定理由を通知する。 

 

８．苦情申し立て 

 本手続きにおける指名業者の選定その他の手続きに不服のあるものは、日本下水道事

業団契約職経営企画部長に対して苦情申し立てを行うことができる。 

 

９．その他 

（１） 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（２） 技術資料及び技術提案書の作成及び提出に要する費用は提出者の負担とする。 

（３） 提出された技術資料及び技術提案書は、提出者に無断で使用しない。 

（４） 提出された技術資料は、返却しない。 
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（５） 特定しなかった技術提案書は、希望があれば提出者に返却する。 

（６） 関連情報を入手するための照会窓口は３担当部署に同じ。 

（７） 詳細は説明書による。 

（８） 種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、参加表明

書及び技術提案書の差し替えを認めない。 

（９） 技術資料及び技術提案書に記された事項に、虚偽があった場合には、当該業務

の落札者となった場合にも契約しないことがある。また、指名停止等の措置を

行うことがある。 

 


